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静岡県宅建政治連盟 

━━━━━━━━━  〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-16（静岡県不動産会館内） TEL.054-246-7175  FAX.054-245-9730 

 

 年次大会 終了、２０２１年度 活動計画・収支予算を承認  
静岡県知事選に係る推薦状を岩井茂樹氏に交付 

 

 

 

 

 

 

 

  去る５月２８日、静岡県不動産会館において、静岡県宅建政治連盟 「第４７回 年次大会」 が、従来どおり代議員制にて開催

された。今回の年次大会でも、新型コロナウイルス感染拡大防止を鑑み、来賓の招待はしなかった。 

  ２０２０年度の活動報告・決算報告の承認後、監査報告があり、続いて２０２１年度の活動計画・収支予算が提案された。議事は

滞りなく進み、質疑等特になく、全議案は満場一致で原案どおり可決承認された。 （詳細は別途配布した年次大会資料をご参照下さい） 

  また、第２０回 静岡県知事選挙 （６月３日告示、６月２０日投開票） に立候補予定の元参議院議員 岩井茂樹氏に対し、宅建協

会及び当連盟より推薦状が交付された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ▲佐々木副会長(議長･上)と小林幹事長 

 
 
 
 
 
 
 

▲（右から）推薦状を受け取る岩井茂樹氏、渡邊 政治連盟会長、宇野 宅建協会会長 

 
 
 
 
 
 
 
▲支援の弁を述べる 山田 誠 顧問県議団会長   
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                  政政治治連連盟盟のの組組織織とと会会費費のの使使途途                

  様様々々なな法法律律ががかかららみみ、、ととききのの政政治治･･経経済済情情勢勢にに左左右右さされれややすすいいののがが不不動動産産業業でですす。。ここれれがが「「不不動動産産業業はは政政策策産産業業」」

とといいわわれれるる所所以以でであありり、、政政策策産産業業ででああるるががゆゆええにに公公益益法法人人ででああるる宅宅建建協協会会のの活活動動だだけけでではは限限界界ががあありりまますす。。業業界界のの権権

益益をを守守りり、、不不動動産産のの円円滑滑なな流流通通をを促促進進すするるたためめににはは、、「「国国民民のの住住宅宅取取得得をを著著ししくく阻阻害害しし我我々々のの業業のの妨妨げげととななっってていいるる

税税制制やや諸諸規規制制をを是是正正ししななけけれればばななららなないい」」とといいううここととはは、、業業界界人人なならら誰誰ししもも認認識識ししてていいるるととこころろでですす。。そそししてて、、そそのの

実実現現ににはは、、会会員員一一人人一一人人がが結結束束ししてて強強力力なな““政政治治活活動動””をを推推しし進進めめてていいかかななくくててははななりりまませせんん。。不不動動産産業業界界のの発発展展にに

政政治治活活動動はは不不可可欠欠でですす。。是是非非、、政政治治連連盟盟のの活活動動ににごご協協力力下下ささいい。。                                                

「静岡県宅建政治連盟」の組織 
 当連盟には、宅建協会会員（正会員･準会員･賛助会員 すべて）の代表者個人に所属して頂いております。ときの

政権政党を通じて要望・陳情を行なう活動スタンスを主眼としておりますが、もちろん、自民党だけでなく他の政党

が政権を担う場合も、積極的に要望活動や支援活動を行ないます。各種公職選挙の推薦候補者についても、当業界に

相応しい候補者を機関決定すべく協議を重ねています。 

 政治資金規正法上、県選挙管理委員会にも正しく届出をしてあり、会計も公正な処理を行なっております。徴収し

た会費は、宅建顧問県議団や市町議会議員を通じた要望活動や政権政党を通じた国への要望活動など、一定の政党に

片寄ることなく政治連盟における政治活動全般に使用します。 

常に “まちづくり” への参画を念頭において活動しています 
 県内の懸案事項に関し、不動産業に理解ある県議会議員で構成する「宅建顧問県議団」の助言を得て、行政に対す

る積極的な要望活動を行なうことにより、都市計画やまちづくりへの参画を常に心掛けています。 

国の施策にも影響を与える粘り強い要望活動 
 個々の力は小さくとも、組織として一致団結すれば大きな原動力となります。全国には都道府県ごとに宅建政治連

盟が組織され、それぞれ地元で活動する一方、国の施策に対しては、その連合体である「全国宅建政治連盟」を通じ

全会員が一丸となって粘り強い要望活動を展開しています。特に、全国一斉に行なう税制改正・土地住宅政策に関す

る要望活動は、国の施策に大きな影響力を与えており、我々の要望活動による成果が、業環境はもとより景気動向を

も左右するといっても過言ではありません。 

会費こそ当連盟の活動原資です 
 昨年来のコロナ禍により、全国的に経済活動の停滞が長期化する模様で、未だ回復の見通しが立ちません。不動産

業は “政策産業”であり、このような状況下においても、不動産関連税制の見直しや土地住宅政策等、世論も味方

につけた要望活動の継続が不可欠です。そして、この要望活動によって得られる成果は会員がそれぞれ等しく享受で

きるものであり、その費用負担についても公平を図らなくてはなりません。 

 会費こそ正に当連盟の活動原資となるものです。是非、活動内容をご理解いただき、会費納入にご協力下さるよう

宜しくお願い致します。年会費は5,000円です。 

 なお、当連盟のような政治団体は、政治資金規正法により、法人（会社や組合等）から会費を頂くことができませ

ん。あくまでも代表者個人の方より納入して頂くことになりますので、領収書についても代表者個人宛てになります

ことをご了承下さい。 

 ただし、自民党員として登録した会員（代表者個人）が、自民党静岡県宅建支部（職域支部）を通じて同額の年会

費を納めて頂ける場合は、政党への寄付に該当しますので法人宛てに領収書の発行が可能です。ご不明な点や詳細に

つきましては、当連盟事務局または所属地区（宅建協会所属支部）までお願い致します。   
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